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１ 都市計画案の種類、名称及び土地の区域 

(１) 種類及び名称 

川崎都市計画第一種市街地再開発事業の決定（小杉町３丁目中央地区第一種市街地再開発事業） 
川崎都市計画高度利用地区の変更 
川崎都市計画地区計画の決定（小杉町３丁目中央地区地区計画） 

 

(２) 土地の区域 

川崎市中原区小杉町３丁目地内 

 

２ 公聴会の開催の日時及び場所 

(１) 日時 平成２０年３月１５日（土）午前１０時から午前１０時４５分まで 

(２) 場所 中原区役所 ５階会議室（川崎市中原区小杉町３－２４５） 

 

３ 公述意見の要旨及び市の考え方 

公述人 公述意見の要旨と市の考え方 

Ａ 公述人 別紙№１ 

Ｂ 公述人 別紙№２ 

Ｃ 公述人 別紙№３～№４ 
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公述意見の要旨 市の考え方 
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これから述べる意見は私個人の意見ではなく、Ｒマ

ンションの代表として述べるものです。 

まず、日影図の公表についてです。再開発事業では

高層住宅が計画されていますが、ほぼ真北に私たちの

マンションが位置するので、住民にとっては大変大き

な問題です。私たちのマンションの３倍以上にもなる

高層住宅が計画されているわけで、模型を見ても大き

な圧迫感を感じています。どのくらい日照が遮られる

のか、毎日の生活の中で最大の問題です。健康面を含

めて、大きな不安を感じています。 

先日の素案説明会においても、日影図は配布されま

せんでした。準備組合に対しても要望書を提出し、日

影図の提出を求めましたが、組合設立後、施設計画を

固める段階までは、具体的なものはだせないとの返事

でした。私たちが知りたいのは、具体的にどの時期に、

どの時間帯に、どのような日影ができるのかというこ

とで、わかりやすい図をぜひ公表、配布していただき

たい。計画が固まった後で要望を出しても、何も聞い

てもらえないのではないかと不安を感じています。途

中の計画段階で、ぜひ公表していただきたい。 

２点目は、風の害の調査及び対策についてのお願い

です。高層の建物の建設に伴って、風害の発生が想定

されます。現時点でも、風の強い日はドアが開けられ

ないと聞いております。高層ビルが建てば、さらに大

きな風害が発生することが考えられます。小杉全体の

再開発のコンセプトが、交流とにぎわいがあふれるヒ

ューマンなまちづくり、また、歩いて楽しいまちなど

が示されていますけど、風のために高齢者や幼児が歩

けないような状況では、このコンセプトに沿ったまち

づくりはできないと感じます。どんな調査をし、どん

な対策をとるのか聞かせいただきたい。 

３点目は、下水管、排水設備の整備についてです。

小杉地区は、これまでも大雨が降った際に、駅周辺が

冠水するなど、排水の悪いことが明らかになっていま

す。再開発事業で、排水量が増えることになり、排水

に関して不安を感じています。計画書を見ますと、川

崎都市計画下水道第１号公共下水道で処理すると書

いてありましたが、どのように処理するのかわかりま

せん。市の方がこれまでの道路の冠水や住宅の逆流に

ついて把握しているのか伺いたい。また、排水量の増

加に関して問題はないのか、どんな対策をとっている

のか、明示していただきたい。 

 

小杉町３丁目中央地区第一種市街地再開発事業によ

る日影や風などの周辺環境への影響につきましては、事

業者である小杉町３丁目中央地区再開発準備組合が、

「川崎市環境影響評価に関する条例」に基づき、予測、

評価を行い、環境保全のための措置を適切に講じること

になります。また、その内容につきましては、周辺の皆

様に対して、説明会の開催や公告・縦覧によりお知らせ

することになっております。 

なお、日影図の公表につきましては、再開発準備組合

に対して、できる限り早い時期に、わかりやすい情報を

皆さまが確認しやすい方法で提示するよう要請してま

いります。 

また、風の害の調査及び対策につきましては、条例環

境影響評価の手続きの中で、予測、評価を行い、環境保

全のための措置を適切に講じることとなります。 

次に下水管、排水設備の整備についてでございます

が、当該地区の排水は基本的に周辺道路に埋設された下

水管を経由し、加瀬水処理センターで処理することとな

ります。また、近年の大雨による道路冠水等は、局所的

に計画量を超えた降雨が短時間に集中することにより

発生したものと考えております。また、本市では「雨水

流出抑制施設技術指針」に基づき、一定規模以上の開発

行為などを対象として、敷地内に降った雨水を一時的に

貯留したり、浸透させたりすることにより、下水道や河

川にその能力以上の水が一度に流れ込むのを防止する

雨水流出抑制施設の設置を指導しております。当再開発

事業においても同施設を設置し下水管への負荷を軽減

させる計画としております。併せて、周辺道路の整備に

あたっては、適切に道路排水が行われるよう施設の維持

管理を徹底するとともに、雨水桝の増設等についても継

続して関係部局との協議を進めてまいります。 
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私はＳマンションの代表として意見を述べさせて

いただきます。 

まず、建築物倒壊時の責任についてです。今度建て

られる建築物が倒壊したときに、我々のマンションに

その建築物が倒れてきて損害を与えた場合の責任の

所在を明確化してほしいことです。 

また、高さや容積率を変更して、１６０ｍ、４５階

を実現しようとしていますけど、通常の容積率に合わ

せた計画に変更していただきたい。 

２番目が、市からの補助金の妥当性についてです。

今回の計画では、新しく造られる市の施設がなくて、

別の施設から保育所を入れることと、中原区役所の駐

車場を計画地に移すことに対して、市が多額の費用を

供出することは、市の財政状況から納得ができませ

ん。なぜ、必要なのか説明していただきたい。武蔵小

杉は交通の拠点になりつつあり、重要性はわかるけれ

ど、２０数名の地権者のために多額の税金をつぎ込む

ことは一市民として納得できないと考えております。

３番目は、市道小杉４２号線の拡幅の必要性です。

計画案では、南武線南側の道を１３ｍに広げると聞い

ていますが、その先につながる道がないように見えま

して、この再開発事業に住む人ぐらいしか役に立たな

いように思えます。この道を広げるよりは、府中街道

や南武沿線道路など、ほかの都市とつながる道路を広

げるほうが、必要なのではないかと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該事業は超高層建築物を計画していることから、一

般的な建築物より高度の安全性の検証が必要であるた

め、予想外の損傷が起こらないことや、建物全体の変形

を確認した上で部材断面を決定する時刻歴応答解析に

よる設計等の国土交通大臣の認定を取得しなければな

らないことになっており、一般の建築物より高い耐震性

が求められております。 

しかし、仮に当建築物が倒壊した場合には、その原因

を調べることで、責任の所在が明らかになると考えられ

ますので、現段階で責任の所在を明確にすることは困難

であると考えます。 

 また、小杉駅周辺地区は、本市の新総合計画「川崎再

生フロンティアプラン」において、民間活力を活かした

魅力ある広域拠点の形成を図る地区として位置づけ、

「都市計画マスタープラン」では、商業・業務・文化・

研究開発等の諸機能集積と優良な都市型住宅の建設を

適切に誘導し、土地も計画的な高度利用を図り、質の高

い複合市街地の形成を目指す地区としております。 
 この一部を構成している当地区は、市街地再開発事業

により、敷地の共同化や老朽化した建築物の更新を行

い、魅力的で活力ある街並みの形成を行い、あわせて、

広場や歩道状空地、敷地内通路の整備などにより、防災

性、安全性、利便性の向上を図ることとしております。

これら上位計画に基づき、都市基盤施設の整備や広場等

の地域貢献を評価して良好な市街地環境を創出するた

め、高度利用地区制度を活用し容積率などを定めていま

す。 
 市街地再開発事業に対する補助金は、都市再開発法を

根拠法令とし、川崎市市街地再開発事業補助金等交付要

綱に基づき公共の福祉に寄与する事業に対して交付さ

れます。また補助金は、施行者となる再開発組合に対し

て、事業に要する費用の一部を県と市が国庫補助を受け

て、調査設計計画費や建築物の共同施設整備費等からな

る補助対象事業費の3分の２を上限として補助金を、施

行者へ交付することとしております。 
市道小杉４２号線の拡幅整備につきましては、隣接し

て計画されている小杉町３丁目東地区再開発事業と併

せて、武蔵小杉駅前から府中街道までの快適な歩行者導

線等を充実させるために、既存幅員４ｍの道路を幅員１

３ｍの道路に拡幅するものです。 
なお、将来的には、府中街道から、武蔵小杉駅南口駅

前広場を通って綱島街道まで整備する計画となってお

り、主に南武線の南側の交通処理を円滑に行うことを目

的としており、広域拠点に相応しい交通処理を実現する

には不可欠な基盤整備であると考えております。 
また、府中街道の拡幅整備については、市ノ坪交差点

付近で整備を行っておりますが、その北側の区間につき

ましても、順次整備を図ることとしております。 
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 小杉の街をいかに魅力のあるものにするかという

ことでお話ししたいと思います。 

 今までの小杉という街は、交通の拠点としての優位

性に比較して、独自の魅力が乏しい。小杉周辺のさま

ざまな開発は、街としての小杉に新たな魅力をつくり

出すための絶好の機会ととらえたい。携わっている全

ての関係者が、小杉の街全体を魅力的にすることが重

要な使命と考えています。 

 小杉町３丁目の計画は、小杉の街全体を魅力的にす

るための一端を担うべき重要な機会だと思います。さ

らに、他の事業への連携、共通性を持つために、まち

づくりの普遍的な手順を策定したい。 

 まず、一つ目は、グランドレベルの環境保護です。

高層建物はグランドレベルでの街角環境を破壊して

しまいます。高層建物の足下周辺のまちづくりは、漠

然とした空地などをつくるのではなくて、「自然」を

ガードすることによって魅力的な界隈をつくり出せ

るかどうかがカギだと思います。そのためには、高層

化によって「容積を稼ぐ」必要悪とは切り離して、住

居群や地域を真に支えるための商業的、公共的活動が

熟成しやすい制度を、小杉においてつくり出すことが

必要だと思います。 

二つ目は、小杉らしい街並みをつくりだすことです。

風や日影による環境悪化、人口の急増による弊害、グ

ランドレベルでの阻害、これらの弊害を除去して、旧

来の地元商店、居住者を包みこんだ活発で魅力ある街

を創るキーワードは「かいわい」だと思っています。

大規模な開発によって発生する器が従来のさまざま

な活動を阻害することなく、積極的に支援し、はぐく

むものでありたい。チェーンしか出店できないような

事業計画は、地元の独自の商業や文化をつくり出す器

にならないことです。チェーン店を含めて、商店街等

に積極的に参加していけるような街並みにしたいと

いうのが、小杉らしい街です。 

三つ目は、小杉周辺開発事業との連携についてです。

上記の趣旨は、周辺の再開発事業と連携することによ

って効果的に実現するものです。それらは、事業主体、

時期、規模及び内容も異なるため調整実現のために

は、長期的、普遍的及び相対的な作業が必要です。そ

れには、川崎市が率先して調整作業を誘導してほし

い。界隈の連続性、有効な空地、デザインの共有、そ

れらを実現する規定などを、住民、商業者、事業主、

有識者及びボランティアを含めたワークショップの

リーダシップによって、まちづくりの指針を策定し、

日本全国で行われている失敗を武蔵小杉では繰り返

さないことを希望します。 

小杉駅周辺地区は、本市の新総合計画「川崎再生フロ

ンティアプラン」において、民間活力を活かした魅力あ

る広域拠点の形成を図る地区として位置づけ、「都市計

画マスタープラン」では、商業・業務・文化・研究開発

等の諸機能集積と優良な都市型住宅の建設を適切に誘

導し、土地の計画的な高度利用を図り、質の高い複合市

街地の形成を目指す地区としております。従来から先導

的に再開発を進めてきた南側地区に加えて、都市型住宅

に高度医療施設、教育施設を含めた北側地区の開発が浮

上し、また南側地区においても大規模な再開発計画等も

明らかになってきました。このような開発エリアの拡大

や機能の高度化・複合化にともない、本市では武蔵小杉

駅を中心とする約５００haを対象に、学識経験者や地元

商店街の代表者、地元町会の代表者による「小杉駅周辺

地区将来構想検討委員会」を設け、対象地区全体のまち

づくりの基本コンセプトや方針、都市構造のあり方等の

検討を進めてきました。 

当委員会により策定された「小杉駅周辺地区将来構

想」（以下「将来構想」）は、パブリックコメントにより

市民の意見を反映させ、新総合計画（川崎再生フロンテ

ィアプラン）や都市計画マスタープランでの位置づけを

踏まえ、将来のまちづくりの方向性を具体的に示し、今

後予想される開発等に適切に対応するまちづくりの基

本方針を定めるもので、概ね２０年後の都市像を展望す

る都市計画マスタープラン推進地域別構想に反映して

いく予定となっております。 

「将来構想」では都市デザインとして、①街並みデザ

インの方針②環境デザインの方針③パブリックスペー

スのデザイン方針を掲げております。 

① 街並みデザインの方針では、にぎわいある街並みの

形成、多様な歩行者空間の形成による回遊性の確保、

立体的な広場と緑地の整備、良好な都市景観の形成、

を図ることにより広域拠点に相応しい街並みやシン

ボリックな都市空間の創出を誘導し低層部のヒュー

マンな空間づくりにより連続性を創出することとし

ております。 

② 環境デザインの方針では、周辺の豊かな自然的環境

 との調和を図り、風の流れを考慮した建築計画や地域

 防災対策など、安全安心のまちづくりを推進すること

 としております。 

③ パブリックスペースのデザイン方針では、新たに創

出した緑豊かな道路・公園等の公共空間と広場等の敷

地内オープンスペース、沿道の店舗や公共施設が一体

となった空間をパブリックスペースとして位置付け

アクティビティを展開する場を創出し、安全で快適な

歩行者空間の創出、ヒューマンなにぎわい空間づく

り、市民の憩いの場となる空間の確保により、人を中

心としたアクティビティのあるまちづくりを進める 
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  ため、賑わいの連続性と密度、街路に対する沿道型の

にぎわいをつくることにより歩くことにより交流が

生まれる空間づくりを行うこととしております。 

商業施設に関しては、小杉駅周辺地区の商店街を対象

に、再開発後も地元商店街活力を維持し、にぎわいのあ

るまちづくりを進めるため、学識経験者、地元商業者、

消費者等を委員とする「小杉地区広域商業ビジョン検討

委員会」において、商業ビジョンづくりを行っておりま

す。この委員会において、再開発後の商業環境に対応す

るため、地域住民や商店街相互の連携が促進され、まち

の賑わいを創出する商業ビジョンに基づく地元商店街

の自主的な取り組みを支援していくこととしておりま

す。 

 


